
                               【参考資料】 

湯河原町空き家解体事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年３月31

日限り、その効力を失う。ただし、

同日までに交付の申請が行われ

たものについては、この告示の失

効後もなおその効力を有する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月31

日限り、その効力を失う。ただし、

同日までに交付の申請が行われ

たものについては、この告示の失

効後もなおその効力を有する。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日か

ら施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


